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長岡市ニート等若者の就労支援事業委託に関する説明書 

平成２４年５月 

 

１ 委託業務の名称 

  長岡市ニート等若者の就労支援事業 

 

２ 目 的 

働くことや、社会活動に参加すること、人とのコミュニケーションが苦手などの若者に対し

て、相談や職業訓練などを行なうことにより、最終的には就労へ結びつけることを目的に支援

事業を実施する。 

就労支援・福祉・医療・教育等の関係機関と連携しながら、若者の社会的自立のための支援

を行う。 

 

３ 業務の概要 

(1) 「長岡市若者サポートセンター」の管理・運営 

ア 場  所：長岡市勤労青少年ホーム２階（今朝白１丁目１０番１２号）のうち長岡市が

指定したエリア 

イ 開設日時：月曜日から金曜日 午前１０時から午後５時まで 

※ 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始（12/28～1/4）を除く。 

※ 業務担当者の勤務時間は、原則として午前９時から午後６時までとする。 

  ウ 業務内容 

① 相談業務 

上記の場所及び日時において若者（１５歳以上３９歳以下）や保護者向けの相談業務

を実施する。 

② 職業訓練の一環として、若者が自由に集える居場所づくりの企画・運営を行う。 

③ 若者が目的を持って通えるよう、就労支援のプログラムを構築し実施する。 

④ 事務室の設置及び管理 

  業務の実施に必要な事務機器及び消耗品を上記実施場所に設置して業務を行うこと。

なお、その設置及び維持管理経費は受託者の負担とする。ただし、光熱水費は市の負

担とする。 

⑤ その他 

上記以外にも当該業務に役立つ有効な業務を実施する。 

(2)  若者の職場実習等受入企業開拓事業との連携 

   当市が別途業務委託契約により実施している「若者の職場実習等受入企業開拓事業」の受

託団体及びその担当者である企業開拓支援員と連携して事業を行うこと。 

   また、事務室は、「若者の職場実習等受入企業開拓事業」の受託団体と同一の部屋を共同

で使用すること。ただし、事務機器等は各団体が独自に用意したものを使用する。 

(3)  一般市民向けのセミナーの企画・運営 
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    ニート等の状態から脱したい若者や、その保護者向けのセミナーを年１回以上開催 

(4)  各種支援機関との連携・調整 

    ジョブカフェ、公共職業安定所などの就労支援機関のほか、保健、福祉、教育等の相談機

関や商工会議所等の団体及び企業と連携を図り、一人ひとりに適した支援を行う。 

    また、関係機関や有識者などとサポセン事業のあり方などを検討する。 

(5)  広報・情報発信の実施 

   「長岡市若者サポートセンター」の広報及び情報発信について、インターネットやパンフ

レット等を活用し実施する。 

 

４ 対象事業者 

(1)  県内に事業所が所在する事業者（民間企業、ＮＰＯ法人、その他の法人又は法人以外の団

体等。ただし、宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体又は暴力団若しくは暴力

団員の統制の下にある団体を除く。）であること。 

(2)  「長岡市ニート等若者の就労支援事業」を実施することが可能な事業者であること。 

 

５ 委託契約期間 

  平成２４年７月１日から平成２５年３月３１日まで 

 

６ 委託費 

  １２，３７５，０００円（税込み）以内とする。 

   （示した委託費の額は、平成２４年７月から平成２５年３月までの予算額であり、契約の

予定価格ではありません。） 

 

７ 事業者選考 

簡易評価型プロポーザル方式により選考。 

 

８ 提案書の作成 

(1) 提案書作成上の基本的事項 

説明書を熟読の上、その内容を踏まえた提案書を作成すること。 

本プロポーザルは、ニート等若者の就労支援事業における取り組み方針・方法等について

提案を求めるものであり、当該事業の具体的な事業内容の提案書類を求めるものではない。 

具体的な作業は、委託団体決定後に提案書に記載された内容を反映しつつ、当市と協議し

ながら行う。 

(2) 提案書の項目 

  審査の対象となる下記事項について、資料を作成すること。 

ア 事業者概要 

 ・事業者名  

・事業者の所在地（複数ある場合は全て記載） 
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・資本金（ある場合のみ） 

・従業員数（各事業所別） 

・業務内容 

イ 業務実績（ある場合のみ） 

ニート等の若者に対する相談業務等の実績について、次のとおり作成すること。 

・実施期間 

・実施している事業が受託業務の場合はその委託者名 

・概略（４００字以内） 

ウ 本業務の担当予定者の氏名及び経歴 

予定者が複数である場合は、主担当者を明示すること。 

エ 本業務への取組体制 

   本業務への対応予定体制、当市からの指示・質問や来庁依頼等への応答体制 

オ 取り組み方針や内容等 

現時点における当該事業に対する認識や考え方を提案すること。 

カ 貴事業者のアピールポイント 

キ 費用見積り 

委託費１２，３７５，０００円（税込み）以内での総事業費の見積書を作成すること。

その際、事業費、人件費、その他の経費（事務機器設置費用、消耗品費含む）を区分

し、金額は千円単位で記載すること。 

(3) 提案書の書式 

・Ａ４判８枚以内 用紙の使用は、縦・横を問わない。 

・横書き（両面不可） 

・表紙の記述項目は、件名、日付、事業所名、担当者名、住所、電話番号、ファックス番

号、ｅメールアドレスとする。（表紙は枚数に含まない） 

 

９ 書類の提出方法、提出先及び提出期限 

(1) プロポーザル参加表明書 

参加表明は、簡易評価型プロポーザル参加表明書（様式１）により以下のとおり行う。 

ア 提出方法  持参、郵送（配達確認ができるものに限る。提出期限までに必着のこと。）、

ファックス及び電子メールとする。 

ただし、ファックス及び電子メールの場合は、着信を確認すること。 

イ 提出先   長岡市商工部商業振興課 

住 所 〒940-0062 長岡市大手通２－６ ﾌｪﾆｯｸｽ大手ｲｰｽﾄ 

          長岡市役所大手通庁舎 

電 話 ０２５８－３９－２２２８ 

ＦＡＸ ０２５８－３６－７３８５ 

e-mail syougyo@city.nagaoka.lg.jp 

ウ 提出期限  平成２４年５月８日（火曜日）午後５時 
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(2) 提案書 

ア 提出方法   ５部を持参又は郵送（配達確認ができるものに限る。提出期限までに必

着のこと。） 

イ 体 裁    片面印刷とし、左上１ヵ所をホチキス止めすること。 

ウ 提出先    長岡市商工部商業振興課 （参加表明書提出先に同じ） 

エ 提出期限   平成２４年５月２２日（火曜日）午後５時 

オ ヒアリング  期日：平成２４年５月２９日（火曜日） 

会場：長岡市役所大手通庁舎 ７階 コラボレーションルーム  

ヒアリングの参加者は２名までとし、プレゼンターには、選定された場

合に当事業の担当予定者を指定すること。 

ヒアリングの時間等は、プロポーザル参加表明書の提出により参加事業

者が確定後、別途通知する。ヒアリングの順は、参加表明書受付順とする。 

 

10 本説明書の内容に関する質問の受付及び回答 

(1) 質問は、「簡易評価型プロポーザルに関する質問書」（様式２）により行うものとし、ファ

ックスまたは電子メール（着信を確認すること。）のいずれの方法でも可能とする。電話に

よる質問は一切受け付けない。 

文書には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びファックス番号、電子メールアド

レスを併記すること。 

なお、提案書の審査に係る質問には回答できません。 

 

ア 質問の受付及び回答課  長岡市商工部商業振興課 

イ 質問の受付期間   参加表明書を提出した日から 

平成２４年５月１４日（月曜日）午後３時まで 

(2) 回答書の内容は、寄せられた全ての質問とそれに対する回答とし、平成２４年５月１８日

（金曜日）までに参加表明書を提出した者全員に回答する。 

 

11 選考方法 

本市の職員で組織する選考委員会において、提案書の提出者かつヒアリングの参加者で、次

の各要件に該当する者の中から、提案書やヒアリングの内容、見積金額により総合的に選考し、

最優秀者及び次点者を決定する。 

(1) 提案書の記述が、要求要件を満たしていること。 

(2) 本市の意向に合致しており、今後連携して事業展開が実現可能であると見込まれること。 

(3) 見積金額が、予算額以内であること。 

(4) プレゼンテーションが、規定時間内で完了していること。 

 

12 選考結果通知 

(1) 選考結果は、参加者全員に通知する。 
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(2) 不採用の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して６日以内にその理由の説明を書

面で求めることができる。 

 

13 その他留意事項 

(1) このプロポーザルの参加に要する経費は、すべて参加者の負担とします。 

(2) 提出いただいた提案書は、返却しません。 

(3) 決定した事業者の提案書に記載した内容の著作権は、当市に無償・無条件で帰属するもの

とします。 

(4) 提案書に記載された内容については、原則として、提出後の内容変更を認めません。 

(5) 提出された提案書等は、このプロポーザル以外の目的には使用しません。 

 

 

 

 

 

 

 

担 当：長岡市商工部商業振興課 雇用促進係 関谷 

住 所：〒９４０－００６２ 

長岡市大手通２－６ ﾌｪﾆｯｸｽ大手ｲｰｽﾄ 

長岡市役所大手通庁舎 

電 話：０２５８－３９－２２２８ 

ＦＡＸ：０２５８－３６－７３８５ 

e-mail：syougyo@city.nagaoka.lg.jp 


